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坂出市環境基本計画【概要版】（案） 
 

 

 

１．計画の基本的事項 

（１）計画改定の趣旨 

坂出市環境基本計画（ 以下「 環境基本計画」 と いう 。） は坂出市環境基本条例（ 以下「 環境基本条例」 と い

う 。） 第８ 条に基づく 地域の環境に関する総合計画であり 、環境基本条例の基本理念を具体化するため、計画

の推進主体と その役割、 将来の具体的目標、 目標実現のための施策などを定めた本市の環境施策の方向性を

示すも のです。  

本市は、 平成 15 年に環境基本条例を制定し 、 こ れに基づき 平成 19 年３ 月に最初の環境基本計画（ 計画期

間： 平成 19～27 年度） を策定し まし た。 その後、 平成 28 年３ 月には、 施策の評価と 地球温暖化対策・ 循環

型社会の動向を踏まえ、 計画を改定し まし た（ 計画期間： 平成 28 年度～令和７ 年度）。  

し かし 、 その後、 計画記載資料データ が古く なっ てき たこ と や、 令和３ 年９ 月の「 ゼロカ ーボンシティ 宣

言」表明など市の状況が変化し てき たこ と を踏まえ、目標年次前の令和４ 年度に中間見直し を実施し まし た。 

さ ら に、 令和６ 年３ 月には「 坂出市地球温暖化対策実行計画（ 区域施策編・ 事務事業編・ 気候変動適応計

画）」 を策定し 、 令和 12 年度に温室効果ガスを平成 25 年度比 51％削減する目標を掲げ、 取組を進めていま

す。  

こ のよう な状況を踏まえて、 前計画の令和７ 年度での計画期間終了に伴い、 本市の環境行政をさ ら に推進

するため、 新たな環境基本計画を策定するこ と と し まし た。  

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、「 坂出市まちづく り 基本構想」 を環境面から 推進する部門別計画と し て位置づけら れるも のであ

り 、 本市が策定する他の個別計画や事業等に対し て、 環境の保全および創造に関する総合的で長期的な目標

と 施策の基本的方向を定めるも のです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本計画の位置づけ 

（３）計画の期間 

計画期間は、 令和８ 年度から 令和 17 年度までの 10 年間と し ます。  
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（４）計画の対象 

① 推進主体とその役割 
本計画で掲げた基本理念や目標を 実現するため、 市民・ 事業者・ 行政それぞれが計画の推進主体と なり 、

地域が一体と なっ て連携・ 協働のも と 取り 組んでいく 必要があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域と 一体と なっ て取り 組む環境施策 

 

② 対象地域 
対象と する地域は坂出市全域と し 、 自然環境や地球環境などに関する事項については、 県や周辺市町など

と 連携し 、 広域的に計画を実施するこ と が必要です。  

 

③ 環境の範囲 
環境の対象範囲 

環境範囲 環 境 要 素 

気候変動・ 脱炭素 気候変動、 地球温暖化など 

自然環境 自然環境、 動植物、 公園、 景観など 

資源循環 一般廃棄物、 産業廃棄物など 

生活環境 大気汚染、 水質汚濁、 騒音・ 振動など 

地域の基盤づく り  ひと づく り 、 教育など 

 

  

【 市民の役割】  

・ 資源の有効利用、 エネルギーの節約、

ごみの減量やリ サイ ク ルなどに努める  

・ 環境の保全と 美化に取り 組む 

・ 住み良い環境づく り を 推進する  

・ 環境にやさ し いラ イ フ スタ イ ルを 確立

する  

・ 市の環境施策に積極的に参加する  

 

【 事業者の役割】  

・ 環境への負荷が少ない社会の形成に寄

与する役割を 担う  

・ 環境への影響を 十分に検討する  

・ 公害の防止、 再生資源の使用、 リ サイ

ク ルの推進に積極的に取り 組む 

・ 事業活動が環境に与える 影響の大き さ

を 十分に認識する  

・ 市の環境施策に積極的に参加する  

【 行政の役割】  

・ 市民共有の財産で ある 環境資源を 適

切に保全し 、豊かで快適な環境の保全

と 創造を 図る  

・ 構想・ 計画・ 実施等の各段階で、 率先

し て環境に配慮し た行動を と る  

・ 市民や事業者が自主的な 取組を 行え

る よう 支援する  

・ 環境に関する情報の提供や環境教育・

学習を 推進する  

・ 地域と 一体と な っ た環境施策を 進め

る  
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２．地域概況 

本市の地域概況について整理すると 、 以下の通り と なり ます。  

本市の地域概況 

状況 地域概況 

自然的状況 

・ 本市の中心部は海岸沿いに平坦に開け、 綾川を中心に豊かな田園地帯が

広がっ ており 、 北の海側には瀬戸大橋沿いに島々が連なり 、 瀬戸内海国

立公園の美し い景観を見せています。  

・ 土地利用状況は、 令和７ 年 1 月 1 日現在、 山林が 36. 5％と 最も 高く 、 次

いで宅地 18. 4％、 田 12. 9％、 畑 10. 8％、 雑種地 6. 3％と なっ ており 、 令

和３ 年と 比較すると 、 宅地が約 0. 5％増加し 、 田で 0. 2％、 畑で 0. 1％減

少し ています。 ※１  

・ 過去 30 年間の年平均気温は 16. 7℃、年間降水量は 1, 150. 2mmと なっ てお

り 、 気温が穏やかで降水量の少ない典型的な瀬戸内式気候を示し ていま

すが、 近年は温暖化傾向のためか、 台風や集中豪雨等により 降水量が多

い年も あり ます。 ※２  

・ 本市周辺における近年の気温は上昇傾向にあり 、 昭和 16 年（ 1941 年） か

ら 令和６ 年（ 2024 年） の 84 年の間に約４ ℃上昇し ています。 ※３  

社会的状況 

・ 本市における人口・ 世帯数は、 平成２ 年から 令和２ 年にかけて 20. 7％減

少し 、世帯数は 6. 2％増加し 、１ 世帯当たり 人員は 3. 19 人から 2. 38 人へ

と 0. 81 人減少し ています。 ※４  

・ 令和３ 年の事業所数は 2, 656 箇所、 従業者数は 28, 485 人と なっ ており 、

平成 28 年当時と 比較すると 、 事業所数は減少（ －289 箇所）、 従業者数も

減少（ －532 人） し ています。 ※５  

・ 公共交通については、鉄道は予讃線と 瀬戸大橋線があり ます。また、Ｊ Ｒ

坂出駅を 起点と し 、 郊外部の各地域を 結ぶ路線バスやデマンド 型乗合タ

ク シー、 中心市街地においては、 循環バスがあり ます。  

・ 自動車保有台数は、 平成 12 年度以降横ばいで推移し ている一方、 軽自動

車は近年減少、また、 貨物車については、大型ト ラ ッ ク が増加し 、 小型ト

ラ ッ ク が減少し ています。 ※６  

環境関連法令 
・ 本市の環境関連の条例等と し ては、「 環境基本条例」 をはじ め「 公害防止

条例」、「 環境美化条例」 など様々なも のがあり ます。  

※１  出典 土地に関する概要調書 

※２  出典 気象庁（ 気温、 降水量の平均値）  

※３  出典 気象庁（ 日平均気温の年間の数値）  

※４  出典 国勢調査（ ５ 年に１ 度の調査）  

※５  出典 経済センサス（ ５ 年に１ 度の調査）  

※６  出典 四国運輸局香川運輸支局（ 自動車保有台数の推移）  
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３．環境の現状 

本市の環境の現状について整理すると 、 以下の通り と なり ます。  

環境の現状 

環境要素 環境の現状 

気候変動・ 脱炭素 

・ 気候変動により 、 本市においても 土砂災害の発生頻度の増加や線状降水

帯による集中豪雨など災害が発生する可能性があり ます。  

・ 日本の年平均気温偏差は 100 年あたり 1. 40℃の割合で上昇し ており 、 世

界の年平均気温偏差の上昇割合である 0. 77℃より も 高く なっ ています。

※１  

・ 本市の温室効果ガス排出量の推移は、平成 25 年度以降概ね減少傾向です。

※２  

自然環境 

・ 本市は、 ５ 地区に風致地区と し て指定し ています。  

・ 都市計画区域内では、 工業専用地域が 31. 8％、 準工業地域が 22. 4％、 第

1 種住居地域が 18. 1％の順で用途地域と し て構成さ れています。  

・ 国・ 県・ 市指定などの文化財は合わせて 86 件存在し ます。  

資源循環 

・ 宇多津町と の広域ごみ処理施設と し て「 角山環境センタ ー」、 資源の再資

源化やごみ減量施設と し て「 坂出市リ サイ ク ルプラ ザ」、 汚泥の再生処理

施設と し て宇多津町と の広域処理施設である「 番の州浄園」、 最終処分場

と し て「 坂出環境センタ ー」 があり ます。  

・ 本市の令和７ 年４ 月末における 下水道の整備概要は、 事業認可区域

665. 1ha のう ち、356. 27ha（ 約 53. 6％） の整備が完了し ています。 下水道

普及率については 66. 8％、 水洗化率は 80. 9％と なっ ています。  

生活環境 

・ 大気汚染については、 観測地点において光化学オキシダント 以外で環境

基準を達成し ています。  

・ 水質汚濁について、海域・ 河川で調査をし ており 、令和６ 年度の測定では

河川で測定し たＢ Ｏ Ｄ はすべての測定地点で環境基準を 達成し ていま

す。 また、 海域で測定し たＣ Ｏ Ｄ も 多く の地点で環境基準を達成し てお

り 、 環境基準を達成し ていない２ 地点においても 、 小数点以下の超過と

環境基準に近い数値と なっ ており ます。  

・ 騒音については、環境騒音３ 地点、自動車騒音３ 地点、道路交通振動を３

地点で測定し ていますが、 一般地域で環境基準を満たし 、 道路沿道では

自動車騒音、 道路交通振動と も に要請限度値を下回っ ています。  

※１  出典 気象庁（ 世界と 日本の年平均気温偏差）  

※２  出典 環境省（ 自治体排出量カ ルテ）  
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４．将来の具体的目標 

本市の将来の環境像と し て、「 恵み豊かな自然と 共生し た持続可能な資源循環のまちづく り  さ かいで」 を

掲げ、 横断的取組と ４ つの基本目標を設定し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂出市の将来の環境像と 基本目標 

 

５．目標実現のための施策     （抜粋しているため、詳細は「計画書本編」を参照。） 

 

 

 

取組内容（ 抜粋）  

（１）環境情報の提供 

（２）環境教育・学習の場の創出 

（３）市民総参加による活動の推進 

 

 

 

 

 

 

１．【横断的取組】基本目標１．環境保全に係る地域の基盤づくり 
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取組内容（ 抜粋）  

（１）地球温暖化防止対策の推進強化 

（２）気候変動による適応策 

（３）オゾン層保護対策の推進強化 

 

 

 

取組内容（ 抜粋）  

（１）豊かな自然環境の創造 

（２）美しい景観の創造 
 

 

 

 

取組内容（ 抜粋）  

（１）３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

（２）廃棄物の適正処理の推進 
 

 

 

 

取組内容（ 抜粋）  

（１）大気汚染の防止 

（２）悪臭の防止 

（３）水質汚濁防止 

（４）地盤環境の保全 

（５）土壌汚染の防止 

（６）騒音・振動対策 

（７）酸性雨対策の推進強化 

（８）モラル・マナーの向上 
 

２．【分野別の取組施策】≪地球環境分野≫カーボンニュートラル 
基本目標２．気候変動・脱炭素まちづくり 

３．【分野別の取組施策】≪自然環境分野≫ネイチャーポジティブ 
基本目標３．自然共生づくり 

４．【分野別の取組施策】≪資源循環分野≫サーキュラーエコノミー 
基本目標４．資源が循環するまちづくり 

５．【分野別の取組施策】≪生活環境分野≫公害・汚染の防止 
基本目標５．快適な生活環境の確保 
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６．計画の推進 

本計画を推進するにあたり 、 環境審議会（ 学識経験者・ 市議会議員・ 民間団体等の構成員・ 関係行政機関

の職員で組織） に対し て、 本計画の変更や推進に関する報告を必要に応じ て行う と と も に、 審議会から の意

見等を受けてその反映に努めていき ます。  

 

また、 市民・ 事業者の連携・ 協力を図り 実効性の伴う 計画と するために、 本市では次のよう な点で市民・

事業者と のパート ナーシッ プづく り を図っ ていきます。  

 

  市民・ 事業者と の意見交換の場づく り  

  環境保全に係る支援体制の強化 

  環境情報システムの整備と 活用 

 

 

 

 

 


